
あなたの事業プランを

カタチ にします！

雇用機会を創出する事業プラン募集のご案内

青森県では、厳しい雇用情勢の中、雇用機会を創出する取組を進めています。

今回、企業やＮＰＯ法人等の皆様から、自由な発想力・企画力により、離職を余儀なくさ

れた方々を新たに雇用して行う事業プランを募集します。

◆ 選定された事業の事業費（新規雇用失業者の人件費を含む）は、

全額県が負担します。

◆ 新規雇用失業者数は１人以上から対象となります。

◆ 事業期間終了後の継続雇用は必須条件ではありません。

日頃から育まれている事業プランをこの機会にぜひご提案ください。

【問い合わせ先・応募窓口】

青森県 商工労働部 労政・能力開発課 雇用企画調整グループ

〒０３０－８５７０ 青森市長島１丁目１番１号

電話０１７－７３４－９４０１ ＦＡＸ０１７－７３４－８１１７ E-mail : roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp

○ 募集要項など、詳細は青森県ホームページをご覧ください。

青森県ホームページ＜雇用創出プラン募集＞

http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/minkankoubo.html

○ 応募期間 随時募集

※採択された事業費が予算額に達した段階で応募を終了します。

○ 応募方法 下記の応募窓口まで、必要書類を郵送または持参により提出

してください。

地域人材育成プラン

【一般枠】

失業者を雇用した上で、職場での研

修や訓練などを通して、資格取得やス

キルアップを目指すプラン

【介護雇用プログラム枠】

求人ニーズが高い介護分野において、

働きながらの資格取得を支援するプラン



想定される事業例

地域人材育成プラン

○ デイサービスセンターで働きながら、職場での実技訓練、教育

機関での座学受講などを通して、ホームヘルパー２級の資格取得

を目指すプラン

○ 地域資源を活用した観光事業を推進するため、地域コーディネー

ターや観光ガイドを育成するプラン

対象となる主な経費

○ 新規に雇用する失業者の人件費

＜総事業費の概ね２分の１以上＞

・ 賃金

・ 通勤手当、賞与等の諸手当

・ 社会保険料（健康保険料、雇用保険料等）の事業主負担分

○ 新規雇用失業者に対する訓練や研修に係る経費

＜新規雇用失業者の人件費以外の事業費のうち５分の３以上＞

・ 研修機関への入学料、授業料、教科書代

・ 事業者自らが行う場合の外部講師謝金、交通費、教材費

・ 研修に必要な資材に係る経費

・ 既存従業員が指導に当たる間の当該従業員の賃金 など

○ その他事業に関係する経費

・ 職員の旅費

・ 電話代等の通信運搬費

・ コピー代等の印刷製本費 など


